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（目　的）
第１条　　この基準は、文書基本規程第10条に基づき、文書の整理、保存に関する基準を定め、文書管理の適正化と業務の効率化を図ることを目的とする。

（定　義）
第２条①　この基準において「文書」とは、社内外に受発信する文書（ファクシミリによるものを含む）、社規、稟議書、契約書、報告書、記録文書、各種伝票類（請求書、領収書等）、名簿、台帳、法律に基づき作成する文書等業務上の文書をいう。
　　　②　「整理」とは、不要文書を積極的に廃棄し、必要な文書が容易に活用できるようにすることをいう。
　　　③　「保存」とは、法律及びその他の理由により、一定の期間保存することをいう。

（管　理）
第３条　　文書は各部・室においてファイル基準を定め、管理単位毎に統一して保管する。

（保存の責任者）
第４条　　文書基本規程第５条によって定められた文書責任者（課長職以上の役職者）が文書の保存の責任を負うとともに、この基準の円滑な実施を推進する。

（整　理）
第５条①　文書は私物化してはならない。
　　　②　文書は業務の円滑な遂行とファイリングシステムの維持向上を図り、各部・室の責任において常に整理する。
　　　③　文書の整理にあたっては、年１回（４月）の定期整理を実施し、文書の分類、保存及び廃止を組織的、効率的に保存する。

（保存期間）
第６条①　文書の保存期間は原則として保管期間を含んで５年以内とする。ただし、法令に定められたもの、重要なもの及び各部門に共通する文書は、別表の｢文書保存期間基準表｣によるものとする。　
　　　②　別表に定めのない文書は、他の類似文書に準ずるものとし、類似文書がないために追加又は改廃を必要とするものは、総務部長と協議してこれを定める。
　　　③　前項の期間は、文書作成日の属する年度末翌日から起算する。

（保存方法）
第７条①　保存文書は、名称、作成年度、保存期間、部・室・課名を明示し、保存しなければならない。　
　　　②　保存文書は原則として指定された場所で保存する。

（部・室・課の統廃合・分離）
第10条　　部・室・課の統廃合・分離の場合においては、保存場所とファイル基準について引き継ぎを行う。
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（非常持出）
第11条　　重要な文書は、他の文書と区分して保存し、「非常持出」の表示をしておかなければならない。

（廃　棄）
第12条　　保存期間を経過した文書は、直ちに廃棄する。

（基準の管理）
第13条　　この基準の管理は、総務部長が行う。


付　　則

①　この基準は、２０１５年　９月　１日から施行する。
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